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栃木県北部の宅地敷地内における土壌中の放射性セシウム
－ 2018 年 12 月の調査結果報告－

清水奈名子・手塚　郁夫 1・飯塚　和也 2

序　東京電力福島第一原発事故による栃木県にお

ける放射能汚染問題

2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子
力発電所（以下、東電福島第一原発）の事故によっ
て放出された放射性物質は、福島県境を越えて東
北・関東地方に広く拡散し、深刻な広域汚染をも
たらした。原発事故から四ヶ月後の 2011 年 7 月
27 日に公表された文部科学省及び栃木県による
航空機モニタリングの測定結果によれば、福島県
に隣接する栃木県もまた、県北部を中心に福島県
の一部と同程度の放射性セシウム 134 及び 137 に
よる汚染を受けていることが明らかになった 3。

この 2011 年の測定結果によれば、栃木県北部
の汚染が最も深刻な地域では、地表面への放射
性セシウム 134 と 137 の蓄積量の合計が、1 平方
メートル（㎡）あたり 3 万ベクレル（Bq）以上、
10 万 Bq 以下となっている。これは 2011 年時点
の福島県中通りの一部と同程度の汚染である。さ
らに、必要のある者以外の立ち入りが禁止されて
いる「放射線管理区域」の基準 4 となる 1㎡あた
り 4 万 Bq と同等、またはこの基準をはるかに超
える土壌汚染が発生していることが分かったので
ある。

しかしながら、上述した文部科学省及び栃木県
による土壌中のセシウム蓄積量の測定結果は、航
空機モニタリング 5 による推計値であり、実際に
土壌を採取して測定されたものではない。現時点
において、政府機関による栃木全県規模の体系的
な土壌調査結果は公表されていない。

その一方で、栃木県内の一部の市町では食品中
の放射性物質を測定する検査を続けており、その
測定結果は自治体のホームページ上で公開されて
いる。那須塩原市のホームページでは、市内で採
取された山菜や菌類、果実、野生動物の肉等の一
部から、現在にいたるまで依然として放射性セシ

ウム 134 および 137 が検出されていることが報告
されている。表 1 は、2019 年 4 月から 5 月にか
けて測定された食品のうち、一般食品の放射性セ
シウムの基準値 6 である 1 キログラム（kg）あた
り 100Bq を上回った食品（いずれも那須塩原市
内で採取）の測定結果をまとめたものである。事
故から 8 年以上経った 2019 年になっても、いま
だに基準値を超えるセシウムが検出され続けてい
ることが分かる 7。

表 1　2019 年度の食品測定結果
測定日 検体名 セシウム134と137

の合計（Bq/kg）
5/22 コシアブラ（葉） 217.7
5/13 サンショウ 115.8
4/22 タケノコ 210.3

出典：那須塩原市ホームページをもとに筆者作成

これらの食品測定結果から、東電福島原発事故
によって放出された放射性セシウムは、2019 年
現在にいたるまで栃木県北部の土壌に深刻な汚染
を与えて続けており、食品を経由した放射性セシ
ウムによる内部被ばくについて、今後も注意が必
要であることが指摘できる。

前述したように、日本政府は体系的な土壌測定
を行っていない。政府が避難指示や除染の基準と
して採用してきたのは、空間線量率である。福島
県境を超えた放射性物質による汚染についても、
環境省は放射性物質汚染対処特措法第 32 条に基
づき、空間放射線量が 1 時間当たり 0.23 マイク
ロシーベルト（μ Sv）以上の地域を、2011 年 12

月に「汚染状況重点調査地域」として指定した。
栃木県では、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、
矢板市、那須塩原市、塩谷町及び那須町の全域が
指摘されている（その後、佐野市は 2016 年 3 月
31 日に指定が解除された）8。

しかしながらこうした空間線量率の基準のみ
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で、内部被ばくの予防を含めた適切な防護対策を
行うことは可能なのだろうか。一部の食品の放射
性セシウムによる汚染が続く現状では、空間線量
率に加えて土壌汚染の実態を知ることが、汚染を
受けた地域で暮らす人々の今後の生活や生業に関
わる活動のなかで、適切な放射線防護対策を行う
ためには必要であると言えよう。

栃木県における放射性セシウムによる汚染状況
については、先行研究においても調査、報告が行
われているが、森林中の堆積有機物層や土壌 9、
樹木 10、キノコ 11、イノシシなどの野生動物 12、

魚類 13、中禅寺湖の湖底土 14 などの調査報告はあ
るものの、住民が日常生活を送る住宅敷地内の土
壌調査はいまだ少ない。以上の背景を踏まえて、
本調査の目的は、東電福島原発事故による深刻な
汚染を受けた栃木県北部の宅地敷地内における土
壌中のセシウムによる汚染の度合いを明らかにす
ることである。栃木県内の汚染状況重点調査地域
の住民のうち、測定結果の公表について同意の得
られた調査協力者の自宅敷地内を測定した結果を
明らかにする。

清水奈名子・手塚　郁夫・飯塚　和也

図 1　土壌の測定方法と単位面積あたりの放射性セシウム量への換算方法
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Ⅰ 方法と材料

1　空間線量率の測定、土壌の採取および放射性

セシウム濃度の測定

（1）空間線量率および土壌採取の場所

表 2 に示したように、栃木県那須塩原市並びに
那須町において、2018 年 12 月 8 日（晴天）に、
5 軒の住宅の敷地内（T1 〜 T5）の屋外において、
1 軒当たり 6 ポイントで、空間線量率の測定と、
土壌の放射性セシウムの測定のため、表層土壌（深
さ 0 〜 5cm）を採取した。採取地点の選定に際し
ては、日常生活で立ち入る範囲内の地点を選定し、
放射性セシウムが集まりやすいと推定される地点
のみを敢えて選び出すことはしなかった。

表 2　2018 年 12 月の調査対象地域
No. 市町村名 備考

T1 那須塩原市 敷地内に家庭菜園有り。敷地の一部
は表土除去による除染を実施済み。

T2 那須塩原市 敷地の一部は農地として利用。
T3 那須塩原市 敷地内に家庭菜園有り。

T4 那須町 敷地の一部で事故前はキノコを栽
培。

T5 那須町 敷地内に家庭菜園有り。敷地の一
部は砕石を敷く除染を実施済み。

（2）空間線量率の測定

空間線量率（μ Sv ／毎時 h）の測定は、シン
チレータ式簡易測定器である環境放射線モニタ
PA-1000 Radi （HORIBA）　を用いた。測定は、1 ヶ
所につき地上高 0.5m と 1.0m の 2 つの測定高で
行い、それぞれ 1 分以上保持して安定した値を記
録した。

（3）土壌の採取

土壌の採取は次に示す方法で行った。土壌深度
5cm 用の土壌採土器（DIK-115B、大起理化工業
株式会社）を用い、土壌は、ステンレス製の試料
円筒（内径寸法φ 50 x 51㎜、DIK-1801、大起理
化工業株式会社）を採土器内に挿着し、土壌表層

（深度 5cm）に打込み採取した。土壌採取後速や
かに、試料円筒の上下にフタを取り付けビニール
テープで密封した。

2　土壌の放射性セシウムの測定および単位面積

あたりの放射性セシウム量の算出

採取した土壌は、採取重量（g）を測定した。次に、
採取土壌をビーカ−（300mL）に入替え、混入し

ていた石（長辺 1cm 程度以上）および植物の根
を除去し、重量（Wg）（g）を測定し、定温乾燥
機を用い 80℃で 48 時間乾燥後、全乾重量（Wo）（g）
を測定した。含水率（％）は、次の式から算出した。

含水率＝（（Wg − Wo）/ W g）× 100　 

含水率を測定した全乾試料から、ピンセットを
用い小石や礫を除去し、U8 容器（100mL、円柱
状で内側の底面積は 18㎠、高さ 5.5cm のポリス
チレン製）に充填後、宇都宮大学バイオサエンス
教育研究センタ−に設置してあるゲルマニウム半
導体検出器（ORTTE、SEIKO EG ＆ G）で放射性
セシウム濃度（Cs134+Cs137）（Bq/kg）を測定し
た。測定の時間は 2000 秒とし、濃度は採取日に
補正した。測定誤差は 1 〜 4％の範囲であった。

次に、前頁図 1 に示した土壌模式図の考え方に
基づき、放射性セシウム濃度を単位面積あたりの
放射性セシウム量（Bq/㎡）に換算した。まずは、
放射性セシウム濃度に U8 容器に充填した乾燥土
壌を乗じ、採取土壌に含まれていた放射性セシウ
ム量（Bcs）を算出する。そして、深さ 5cm にお
ける平方メ−トルあたりの放射性セシウムは、換
算係数 509.3（図 1）を放射性セシウム量（Bcs）
に乗じ、放射性セシウム量（Bq/㎡）を算出した。

Ⅱ 調査結果

調査結果の詳細を示した次頁表 3 には、（1）土
壌試料・測定前処理、（2）測定試料（U8 容器）、

（3）放射性セシウム濃度の測定結果、（4）図 1 の
考え方に基づいて換算した 1㎡あたりのセシウム
量、（5）空間線量率を記載している。

続く図 2 は、単位面積当たりの放射性セシウム
量 （kBq/㎡） と空間線量 （μ Sv/h） との相関図であ
る。放射性セシウム量と空間線量の相関は、地上
高 50cm および 1m について、同じ傾向を示した
ため、図 2 では地上高 1m のデータを使っている。
左図は、全データ（30 例）を示しているが、放
射性セシウム量が高値の 2 例採取点（T1-3, T4-6）
周辺の空間線量はそれぞれ 0.23、0.16 μ Sv/h で
あった。これらの採取点では放射性セシウムが水
の流れなどによって濃縮されていると考えられ
る。採取地点の選定に際しては、日常生活で立ち
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入る範囲内の地点を選定し、放射性セシウムが
集まりやすい地点のみを敢えて選び出すことは
しなかったが、T1-3 は雨どいの側であったこと、
T4-6 は屋根の側で雨水等がたまりやすい地点で
あったことが関係していると推測される。右図に
示したように、高値の 2 例を除外してみると、放
射性セシウム量と採取点周辺の空間線量は相関が
認められる。

図 3 は、放射性セシウム合算濃度の頻度図であ
る。左図は試料全体を示している一方、右図は

0 から 10kBq/kg までの範囲を拡大したものであ
る。右図によれば、1kg あたり 0.5 から 2kBq の
土壌が多く見つかっていることがわかる。

図 4 は、1㎡あたりの放射性セシウム量の頻度
図である。左図は試料全体を示している一方、右
図は 0 から 150kBq/㎡の範囲を拡大した図であ
る。右図によれば、1㎡あたり 40kBq 以下の土壌
が最も多いが、他方で 100kBq を超える土壌も複
数みられる。

清水奈名子・手塚　郁夫・飯塚　和也

表 3　調査結果の詳細



43栃木県北部の宅地敷地内における土壌中の放射性セシウム

図 2　単位面積当たりの放射性セシウム量と空間線量との相関図

図 3　放射性セシウム合算濃度の頻度図

図 4　1㎡あたりの放射性セシウムの頻度図
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Ⅲ 考察

今回の宅地敷地内における土壌中の放射性セシ
ウムの調査によって明らかになったデータから、
以下の 2 つの問題を考察する。

第一は、住民が日常生活を送っている宅地の敷
地内において、依然として放射性セシウムによる
土壌汚染が深刻であるという問題である。原発事
故から 8 年の間に地表面は多様な要因によって変
化していることが推測され、今回の調査対象と
なった地点に関しても、一部は農地として利用さ
れたり、自治体による除染が行われたことが分
かっている。にもかかわらず、先述した放射線管
理区域の基準にあたる 1㎡あたり 4 万 Bq（40kBq）
を超える放射性セシウムが、5 軒すべての敷地内
で見つかったことは、栃木県北部においても原発
事故によって放出された放射性物質による汚染が
いかに深刻であるかを、表していると言えよう。

第二は、土壌汚染が最も深刻であった 2 点（T1-3,

T4-6）の土壌汚染の深刻さは、50cm 及び 1m

高の空間線量率だけでは推測できないという点で
ある。サンプル数が少ないために一般的な推論を
行うことは困難であるが、空間線量率の計測のみ
でなく、土壌の測定もあわせて行うことで、放射
性セシウムが集まりやすい土壌とその周辺の空間
線量率の関係について、今後もさらなる調査研究
を続ける必要があることが明らかになった。

1986 年に発生したチェルノブイリ原子力発電
所における事故の際には、被災地域を分類する基
準として、空間線量率だけでなく、セシウム、ス
トロンチウム、ウラン等の放射性核種による土壌
汚染の程度が用いられた。ロシア連邦の「チェル
ノブイリ法」によれば、表 4 に示した基準が採用
されている。

土壌汚染の程度が基準として採用された背景に
は、汚染を受けた広大な地域における全ての住民
の被ばく量を計算することが容易ではなかったた
め、土壌汚染基準の方が、適用が簡単であるが故
に採用されたという事情があり、一種の妥協案で
あったとの意見がある一方で、汚染地域における
主要な産業は農業生産であり、地域の農産物が住
民の主な栄養源であることを考えれば、住民の内
部被ばくリスクを検討するうえで土壌汚染を基準
とすることには正当性があるとの意見もある 15。

表 4　ロシア連邦「チェルノブイリ法」における
セシウム 137 土壌汚染度合いによる被災地分類

1㎡あたりの
放射性セシウム

法的な位置づけ

148 万 Bq 以上
（40 キュリー／ k㎡以上） 義務的移住

55 万 5000Bq 以上
（15 キュリー／ k㎡以上） 移住権認定

3 万 7000Bq 以上
（1 キュリー／ k㎡以上）

放射能汚染地域とし
て認定

出典：尾松（2016）を参照し筆者作成。

栃木県北部を含めた東電福島第一原発事故によ
る被災地域においても、農業をはじめとする第一
次産業が営まれており、また今回の調査対象と
なった敷地内に暮らす住民の多数も、事故前まで
は家庭菜園等を利用していたことを考慮すれば、
チェルノブイリ法と同じように土壌汚染の程度に
よる被災地域の指定や支援の提供が必要である。

放射性セシウム 137 の半減期が約 30 年である
ことを考慮すれば、今後短期間では放射性セシウ
ム濃度の低減は見込めないことから、被災地域の
土壌に関する長期的な調査と対策が求められるの
である。

注記：本論文に関して，開示すべき利益相反関連
事項はない。
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Abstract

Radioactive materials released by the accident at the Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi 

Nuclear Power Plant in March 2011 spread across the prefectural border widely in the Tohoku and Kanto regions, 

including Tochigi Prefecture. According to the results of measurement of aircraft monitoring by Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and Tochigi Prefecture which was published on July 

27, 2011, it was found that the northern part of Tochigi Prefecture is also severely contaminated with radioactive 

cesium 134 and 137. The purpose of this survey is to clarify the degree of contamination by cesium in the soil within 

the residential areas in the northern part of Tochigi Prefecture. 

On December 8, 2018, the authors collected the surface soil (0-5 cm in depth) and measured air dose rate from 

30 points in the five sites of residential areas in Nasushiobara City and Nasu Town. According to the results of this 

survey, the amount of radioactive cesium and the air dose around the collection point can be correlated if two high 

samples are excluded. When we look at the frequency of total radioactive cesium concentration, the soils with 0.5 to 

2 kBq/kg or less than 40 kBq/㎡ of cesium are most frequently found, while several other samples contained more 

than 100kBq/㎡ . The samples with radioactive cesium exceeding 40,000 Bq (40 kBq) /㎡ , which is the standard of 

radiation control area, were found in all 5 sites.

As a result, it can be pointed out that that soil contamination by radioactive cesium in the northern part of 

Tochigi Prefecture is still serious in the residential areas where people spend the most of their time. Moreover, the 

seriousness of soil pollution cannot always be estimated only by air dose rates. If we consider that the half-life of 

radioactive cesium 137 is about 30 years, it cannot be expected that the reduction of radioactive cesium would be 

observed in a short period of time. Therefore, it is necessary to conduct the long-term surveys of the soil in the area 

affected by the nuclear power plant accident.

（2019 年 5 月 31 日受理）

Radioactive Cesium in the Soil of Residential Areas in the 
Northern Part of Tochigi Prefecture:
Report of the survey conducted in December 2018
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